
資料２ 
【内閣府青少年啓発担当】 

平成２６年度 青少年育成に携わるボランティアの活動状況 

に関する調査研究 報告書【概要版】 

（注；後日お送りする予定の報告書は現在編集中のため，本書の統計値は仮集計値 であることにご留意ください。） 

 
第１ 調査の概要 

１ 調査の目的 

地域社会において青少年育成に携わるボランティアの活動状況やその課題等を把握しつつ，特

筆事例を地方公共団体及び青少年育成に携わるボランティア団体に情報提供し，青少年育成に携

わる人的基盤の充実・強化につなげる。 
２ 調査の状況（H26.9.12～12.2 実施） 

（１） 都道府県団体４７団体中，４７団体から回収（１００％） 

（２） 市区町村団体１，７４１団体中，１，０６７団体から回収（６１％） 

（３） （２）のうちベテランのボランティア１，１４９名から回収 

 
第２ 青少年育成ボランティア団体・個人の調査結果 

１ 市区町村団体の在り方 

（１）都道府県団体に連携した市区町村団体がある（６０％） 
（２）都道府県団体と連携はしていないが，独自の市区町村団体がある（１２％） 
（３）市区町村団体はないが，市区町村青少年主管課が直接活動（９％） 
（４）市区町村団体はないが，都道府県団体が直接活動（２％） 
（５）市区町村団体もなく，都道府県団体も活動はしていない（８％） 
（６）不明（２％），該当する市区町村団体はない（２％） 

２ 団体の法人格 

  都道府県団体の６４％，市区町村団体の９２％が任意団体。ほか公益法人か一般法人。 
３ 団体の代表 

  都道府県・市区町村団体ともに６０％が民間人。ほか自治体首長が選任。 
４ 団体の事務局体制 

（１）都道府県団体の６２％が職員６名以上在籍。うち専従者０名の団体は２０％。 
（２）市区町村団体は１～５名の範囲で２０％ずつ分散。うち専従者０名の団体は４８％。 
５ 参加のきっかけ 

  都道府県団体在籍者の６０％，市区町村団体在籍者の９０％が他薦（自治体・青少年育成団体・

民生委員協議会・保護司会・町内会等）。 
６ ボランティアの年齢・性別 

（１） 都道府県団体在籍者の登録平均人員２６０名。年齢別平均人員は最多順で５０代・６０代

ともに平均６１名，次いで４０代平均５６名。 
（２） 市区町村団体在籍者の登録平均人員１３０名。年齢別平均人員は最多順で５０代・６０代

ともに平均２５名，次いで４０代平均２０名。 
（３）都道府県・市区町村団体在籍者の男女比は，おおむね各３対１の割合で男性が多い。 
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７ 兼務していることが多い地域の他の役職（上位３職） 

（１） 都道府県団体在籍者では，１位が同点で少年補導委員・少年警察ボランティア（２６％），     
民生委員・児童委員（２６％），２位町内会・自治会役員（２１％），３位ＰＴＡ役員（１％）。 

（２） 市区町団体在籍者では，１位町内会・自治会役員（４２％），２位ＰＴＡ役員（３７％），

３位民生委員・児童委員（３０％）。 
８ 活動対象とすることの多い子供の年齢層（上位３層） 

（１）都道府県団体では，１位が同点で小学生・中学生（９４％），２位高校生年代（８７％）。 
（２）市区町村団体では，１位小学生（８４％），２位中学生（８３％），３位高校生年代（５４％）。 
９ 現在対応することが多いと考える活動（上位３項目） 

（１） 都道府県団体では，１位あいさつ・声掛け運動（８５％），２位顕彰（８３％），３位明る

い家庭の日運動（７９％）。 
（２） 市区町村団体では，１位あいさつ・声掛け運動（６８％），２位遊興場巡回（５７％），３

位見守り活動（５２％）。 
（３）（２）のベテラン・ボランティアでは，１位あいさつ・声掛け運動（６２％），２位見守り

活動（５１％），３位遊興場巡回（４８％）。  
１０ 今後充実が必要と考える活動（上位３項目） 

（１） 都道府県団体では，１位ニート・ひきこもり等支援（４５％），２位薬物乱用防止（４３％），

３位は同点でインターネット利用啓発・非行少年立ち直り支援（３８％）。 
（２） 市区町村単位団体では，１位インターネット利用啓発（４７％），２位薬物乱用防止（４５％），

３位命の教育等規範意識涵養（４０％）。 

（３） （２）のベテラン・ボランティアでは，１位命の教育等規範意識涵養（５３％），２位イン

ターネット利用啓発（４９％），３位各種交流活動（４８％）。 

１１ 対応に困難が伴うと考える活動（上位３項目） 

（１）都道府県団体では，１位が同点で青少年ＥＳＤ参画・子供の居場所作り（３８％），２位も

同点で子どもの遊び場支援・児童虐待防止（３６％），３位も同点でキャリア教育・健康維持

活動（３４％）。 
（２）市区町村団体では，１位ニート・ひきこもり等支援（３９％），２位キャリア教育（３７％），

３位青少年ＥＳＤ参画（３５％）。 
（３）（２）のベテラン・ボランティアでは，１位ニート・ひきこもり等支援（４３％），２位キャ

リア教育（３２％），３位児童虐待防止（３１％）。 
１２ 青少年自身が主体的に取り組む参画型活動の取入れ 

 都道府県・市区町村団体ともに７０％が実施していない。 
１３ 地域において連携することの多い関係機関（上位３団体） 

（１）都道府県団体では，１位自治体青少年部門（９２％），２位教育委員会（８９％），３位警察

（７７％）。 

（２）市区町村団体では，１位小学校・中学校（８０％），２位教育委員会（７５％），３位ＰＴＡ

（６７％）。 

（３）（２）のベテラン・ボランティアでは，１位小学校（８８％），２位中学校（８０％），３位

教育委員会（６９％）。 

１４ 活動を充実させるための条件整備（上位１項目） 
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  都道府県団体の４０％が「経済的な援助の充実」を，市区町村・ボランティアの各３６％が「学

校・行政機関・民間団体を含めた関係機関の連携強化やネットワーク形成」と回答。 

 
１５ 担い手になるよう依頼したこと 

  都道府県団体の１５％，市区町村団体の３２％，ベテラン・ボランティアの５７％が「依頼し

て断られたこと」があり，その理由の９０％以上が「忙しくて時間的余裕がない」と回答。 
１６ 担い手確保で効果的と考える方法（上位１項目） 

  都道府県団体の６４％が「必要な経費の支援」，市区町村団体及びボランティアの各５６％が

「個人的なつながりを活かす」と回答。 
１７ 対象者のプライバシーに触れる機会（ベテラン・ボランティアのみ質問） 

  「原則，プライバシーには立ち入らない」が（４５％），「たまに対象者のプライバシーを聞き

及ぶ」ことがあり（３４％），その場合，「個人情報の取り扱いに戸惑う」（３０％）と回答。 
 

第３ 青少年育成ボランティア活動事例 
１ ヒアリングを実施した活動事例 

（１）北海道 オホーツク地域青年活動プロジェクト  
（２）岩手県 読書ボランティアおはなしころりん  
（３）茨城県 坂下地区青少年健全育成会  
（４）埼玉県 三郷市青少年育成市民会議  
（５）福井県 酒生地区青年グループ さこう工務店  
（６）静岡県 静岡県地域活動連絡協議会  
（７）三重県 二之丸塾  
（８）福岡県 行橋北校区青少年育成協議会  
（９）佐賀県 高志狂言保存会  
（１０）熊本県 熊本県立荒尾高等学校ラグビーフットボール部  
２ 資料収集を実施した活動事例 

（１１）千葉県 公益財団法人千葉県青少年協会  
（１２）滋賀県 こうらスマイルネット  
（１３）長崎県 旭が丘小学校区青少年健全育成協議会  
（１４）大分県 大分県立国東高等学校ＪＲＣ（青少年赤十字）部  
（１５）大分県 ＺＥＮＫＡＩ太鼓「和」  
 
第４ 青少年育成ボランティア活動における課題 
１ ボランティア団体・個人からあげられた課題内容の集約 

（１）理解・協力が得られない（広報・啓発不足，親世代の無関心・意義希薄，モラル低下等） 

（２）担い手・後継者確保が困難（高齢化，固定化，青少年の参画不足等） 

（３）人的・組織的・情報ネットワークの断絶・希薄化，コミュニティ衰退 

（４）組織・体制の在り方・運営の問題（活動推進母体の問題，行政連携，組織硬直化，充て職含） 

（５）活動経験・技術不足，活動者の資質・専門性向上の必要性等 

（６）活動資金難 
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（７）ボランティアの負担が大きい（兼務，多忙，金銭的持ち出し等) 

（８）取り扱う問題の複雑化，内在化，潜行化，困難を有する子どもへの対応 

（９）活動目的・対象再構築の必要性（形骸化），活動のマンネリ化 

（１０）活動対象である子どもの減少，人口減少 

（１１）地域差・人による差が大きい 

 

【ボランティア団体・個人における活動課題（都道府県団体・市区町村団体・ボランティア個人）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 課題解決に向けた有識者意見 

（１）活動の地域格差を是正することを早急に政策化する。 
（２）活動の担い手が減少している地域では，活動の方向性を再検討する。 
（３）青年団等の組織化と育成に重点を入れる。 
（４）活動のキーパーソンを支援する仕組みを整備する。 
（５）ボランティア人材の養成と青少年による活動を推進する。 
（６）青少年の世代間のリレー式による育成を推進する。 
（７）青少年の参画型活動を拡大させる。 
（８）青少年の親世代を活動へ取り込む。 

理解・協力が得られない（広報・啓発不足、親世代
の 無 関 心 ・ 意 義 希 薄 、 モ ラ ル 低 下 等 ）

担い手・後継者確保が困難（高齢化、固定化、青
少 年 の 参 画 不 足 等 ）

人的・組織的・情報ネットワークの断絶・希薄化、コ
ミ ュ ニ テ ィ 衰 退

組織・体制の在り方・運営の問題（活動推進母体
の問題、行政連携、組織硬直化、充て職含）

活動経験・技術不足、活動者の資質・専門性向上
の 必 要 性 等

活 動 資 金 難

ボランティアの負担が大きい（兼務、多忙、金銭的
持 ち 出 し 等 )

取り扱う問題の複雑化、内在化、潜行化、困難を
有 す る 子 ど も へ の 対 応

活動目的・対象再構築の必要性（形骸化）、活動
の マ ン ネ リ 化

活動対象で ある子どもの減少、 人口 減少

地 域 差 ・ 人 に よ る 差 が 大 き い
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（９）広範囲にわたる情報交換や交流機会を設ける。 
（１０）地域社会と学校との連携を強化する。 

（以上） 
 


